
  

 
企画競争実施の公示 

 

 

 令和５年９月５日 

                           九州運輸局 観光部長 

                                  進藤 昭洋 

 

 次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

 

１．業務概要 

（１）業務名  

令和５年度｢生活型観光地におけるレスポンシブル・ツーリズムの推進｣に関する実証事業 

 

（２）業務内容  

  住民の暮らしそのものを地域の価値と捉え「生活型観光地」づくりを実践している大分県

由布市を対象地域とし、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）である一般社団法人由布市まちづく

り観光局等と連携した、増加する外国人観光客のニーズと地域住民の生活との調和を図る実

証的な取組と効果検証により、観光客と観光地双方の共存・共生に資する対応策のあり方を

検討・推進する。 

 

（３）履行期限 令和６年３月１５日（金） 

 

２．企画競争参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当し

ない者であること。 

（２）令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」において、

九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること（但し、地方自治体を除く）。 

（３）九州運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４）警察当局から、暴力団員が実質的経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

（５）本業務については、複数者による共同提案も可とする。その際には、共同して提案を行う

複数者(以下「グループ」という。)の中から本企画競争に係る代表者を選定すること。そ

の者は、グループを代表して、本企画競争に係る連絡調整等を国との間で行うものとする。

なお、グループを構成する全ての者が、上記の全ての要件に適合している必要がある。 

 

 



  

３．手続き等 

（１）担当部局 

    〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11番 1号 

    国土交通省 九州運輸局 観光部 国際観光課 

    電話：092-472-2335  

    メールアドレス：qst-kokusai@gxb.mlit.go.jp 

 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

    令和５年９月５日（火）から令和５年９月２５日（月）までメールによる交付とする。 

 

    説明書の交付を希望する場合は、予め（１）のメールアドレスまで連絡すること。 

 

（３）企画提案書の提出期限及び方法 

    令和５年９月２５日（月）１７時００分 

    持参又は郵送（書留郵便に限る） 

 

（４）説明会の日時及び場所 

    本業務に関する説明会は実施しない。 

 

（５）企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所 

    必要に応じて、企画提案に関するヒアリングを実施する場合がある。 

 

４．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口は、３（１）に同じ。 

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。 

（４）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。 

（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、当該提案者

に対して指名停止を行うことがある。 

（６）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１

年法律第４２号）における、行政機関が取得した文書として開示請求者からの開示請求が

あった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、

開示対象となる場合がある。 

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施結果、最適な者として特定しただけであり、会計

法令に基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 

（８）その他の詳細は説明書による。企画提案者は説明書の交付を受け、その内容を確認した上

で提出すること。 


